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NAGANOマルシェセレクトへの出店者募集について 

 
株式会社アットランド 

１ 初めに 

 

「NAGANOマルシェセレクト」は、長野県を代表する選りすぐりの特産品を販売しているECサイ

トです。 

NAGANOマルシェセレクトでは、果物や蕎麦、郷土料理などの食品はもちろんのこと、日用品や

伝統工芸品など、長野県の魅力がつまった商品を幅広く取り扱っています。 

ECサイトは地域に限定されることなく、日本全国の消費者へ商品をお届けできるというメリッ

トがあります。自然豊かな長野県だからこそ生み出される名産品、その魅力を全国にお届けで

きるのが、NAGANOマルシェセレクトの特徴です。 

 

NAGANOマルシェセレクトでは、より多くの長野県の魅力を全国の消費者へお届けするため、新

規の出店者様を募集しております。出品対象の商品は、次項ご参照ください。 

貴社の素晴らしい商品を、NAGANOマルシェセレクトを通じて全国に届けてみませんか？ 

貴社の商品と長野県の魅力をより多くの消費者へお届けできるよう、当社も精一杯お手伝いさ

せていただきます。 

 

なおNAGANOマルシェセレクトへ出店する際の費用は一切かかりません。また、出品ページの準

備や、注文から商品発送までのお手続きも弊社にてサポートさせていただきます。 

 

出店にあたっての詳細は下記ページをご参照ください。 

○NAGANOマルシェセレクト 事業者支援情報 

https://nagano-marche.com/html/page20.html 

 

また出店にあたってご不明点がございましたら、当社サポートチームがご支援いたします。 

下記「お問合せ先」までお気軽にご連絡ください。 

 

【お問合せ先】 

株式会社アットランド NAGANOマルシェセレクト事務局 

⚫ 電話番号：0266-52-2320 

⚫ メールアドレス：marche@at-land.net 
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２ 商品選定までの流れ 

 

NAGANOマルシェセレクトへの出品までは3ステップです。ご出品いただいける場合は、まず

「商品提案シート」を作成いただきます。 

商品提案シートは下記ページからダウンロードしてください。 

https://nagano-marche.com/html/page20.html 

 

▼NAGANOマルシェセレクト 商品選定までの流れ 

 
 

 

 

３ 商品の選定基準 

 

（１）原材料等は以下のとおりです。 

① 農林水産物については、長野県内で生産、収穫されたものとします。 

② 農林水産物以外の商品（加工食品、工芸品等）については次に該当するものです。 

ア) 商品の主要な原材料が長野県産であって、商品の製造または加工の最終段階が県内事業 

者によって行われていること。 

イ) 商品の主要な原材料が長野県産であって、県外の事業者により製造または加工された商

品の場合は、商品の販売が県内事業者によって行われていること。 

ウ) 商品の主要な原材料が県外産であっても、その製造または加工の最終段階を県内事業者

が行っているか若しくはその販売を県内事業者が行っていること。 

 

※ ア)～ウ)を表に整理すると次のとおりです 

 

主な原材料 

県内事業者が製造・加工 県外事業者が製造・加工 

県内事業者が販売 県外事業者が販売 県内事業者が販売 県外事業者が販売 

県内産 ○ ○ ○ × 

県外・海外産 ○ ○ ○ × 

https://nagano-marche.com/html/page20.html
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（２）安全・安心について 

商品の出品に際しては次の基準を満たしているものとします。 

ア）食品安全基本法、食品衛生法、ＪＡＳ法（農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関す

る法律）、食品表示法、農薬取締法、健康増進法、薬事法、景品表示法（不当景品類及び

不当表示防止法）、計量法、ＪＩＳ規格（日本工業規格）等、その他最新の関係法令等に

定める規定に違反していないこと。（一例：食品表示法に伴う新表示が義務化されるまで

の間に移行準備がなされていること等） 

イ） HACCP に沿った衛生管理が適正に行われていること。 

（一社）長野県食品衛生協会 HACCP アドレス 

https://npfha.com/haccp/ 

ウ） PL保険（生産物賠償責任保険等）に必ず加入し、事故等が発生した場合に被害者の救済が  

できること。 

エ） 知的財産権を順守していること。知的財産権について係争中でないこと。 

オ） 原材料産地証明がなされていること。 

カ） 発火、爆発等の危険性がないこと、また異臭発生のおそれがないこと。 

キ） 公序良俗に反しないものであること。 

ク） 可能な限り、保存料・添加物等を削減した商品であること。 

（３）上記（１）（２）以外の商品であっても、長野県特有の文化や技術を活かし、本県のイメ

ージアップにつながる等の商品であると判断されたものは該当します。 

 

 

４ その他詳細 

 

注文から商品発送までの流れや、その他よくある質問は以下に掲載しております。 

https://nagano-marche.com/html/page20.html 

 

 

 

５ お問合せ先 

 

NAGANOマルシェセレクトへの商品出店についてご不明点がございましたら、下記までお気軽にお

問合せ下さい。 

 

【お問合せ先】 

株式会社アットランド NAGANOマルシェセレクト事務局 

⚫ 電話番号：0266-52-2320 

⚫ メールアドレス：marche@at-land.net 

 

長野県の自然豊かな環境で育まれた貴社の名産品を、全国にお届けする絶好の機会です。 

ご応募お待ちしております。 

 

 

NAGANOマルシェセレクト事務局 

https://nagano-marche.com/html/page20.html
mailto:marche@at-land.net

